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証券コード 2328 
平成18年６月13日 

 
株 主 各 位 
 宮崎県宮崎市本郷北方2485番地20 

 

 
 

代表取締役社長 有 坂 順 三 
 

第28回定時株主総会招集ご通知 
 
拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、

後記の「議決権の行使についての参考書類」をご検討くださいまして、お手数ながら同

封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、ご押印の上、ご返送くださいますよう

お願い申し上げます。 

敬 具 
 
記 
 

1. 日 時 平成18年６月28日（水曜日）午前10時00分 
2. 場 所 宮崎県宮崎市松山１丁目１番１号 

宮崎観光ホテル 東館２階 日向の間 
    (末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡） 
3. 会議の目的事項  
 
 報 告 事 項 第28期（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）営業報告

書、貸借対照表および損益計算書報告の件 
 決 議 事 項  
  第１号議案 第28期利益処分案承認の件 
  第２号議案 定款一部変更の件 

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類」（18頁
から27頁まで）に記載のとおりであります｡ 

  第３号議案 取締役４名選任の件 
  第４号議案 監査役１名選任の件 
 第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 

以 上 
 
 
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。 
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添 付 書 類 
 

営 業 報 告 書 

(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)
Ⅰ 営業の概況 

 1. 営業の経過および成果 

   全般的概況 

 当期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による景気への不安定要素が見ら

れるものの、企業収益の回復に伴う設備投資の増加や、雇用情勢の改善による個

人消費の拡大等を背景に、緩やかながらも景気回復の兆しが見られる状況で推移

しました。 

このような環境の中、当社は平成17年５月に宮崎県宮崎市のイオン宮崎の大型

ＳＣ内にゲーム事業単独店として「アーバンスクエアイオン宮崎ＳＣ店」を開設

しました。同年７月に長崎県佐世保市にゲーム事業単独店の「アーバンスクエア 

佐世保店」内にボウリング事業として「ジョイプラザ佐世保店」を併設し、同年

10月に熊本県八代市にゲーム事業単独店の「アーバンスクエア八代臨港店」を開

設、同年11月に佐賀県佐賀郡に複合施設の「ジョイプラザ佐賀店」を開設しまし

た。同年12月には愛知県名古屋市に複合施設の「ジョイプラザ熱田店」さらにゲ

ーム事業単独店として長崎県長崎市に「アーバンスクエア東長崎店」と三重県伊

勢市に「アーバンスクエア伊勢店」を開設しました。また、平成18年３月には有

限会社安佐エース(栃木県佐野市)を買収して吸収合併いたしました。その事業種

目はゲーム事業、バッティング事業およびその他の事業(飲食部門)であります。 

なお、当期においてゲーム事業の不効率店舗３店舗、複合施設内のカラオケ事業

部門１店舗、その他事業の中の飲食部門１部門の閉鎖を実施し、さらにゲーム事

業３店舗を売却したことにより、当期末の直営店舗は32店舗、共同店舗は４店舗

となりました。 

この結果、売上高は8,548百万円（前期比26.4％増）となり、営業利益は設備に

係る減価償却費の増加が大きく影響し、570百万円（前期比13.0％減）、経常利益

は424百万円（前期比0.7％増）となり、当期純利益は170百万円（前期比85.8％

増）となりました。 
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 2. 設備投資の状況 

   当期中において実施いたしました設備投資の総額は3,004百万円で、それに係る

主な施設は次のとおりであります。 

平成17年５月 アーバンスクエアイオン宮崎ＳＣ店 

平成17年７月 ジョイプラザ佐世保店 

平成17年10月 アーバンスクエア八代臨港店 

平成17年11月 ジョイプラザ佐賀店 

平成17年12月 ジョイプラザ熱田店 

 アーバンスクエア東長崎店 

アーバンスクエア伊勢店 

 

 3. 資金調達の状況 

   業容の拡大に伴う設備資金に充当するため、平成17年４月14日締結の分割可能

期間付シンジケートローン契約に基づき総額3,500百万円の資金調達を行なってお

ります。 
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 4. 営業成績および財産の状況の推移 
 

期 別 
区 分 

第 25 期 
(平成15年３月期)

第 26 期 
(平成16年３月期)

第 27 期 
(平成17年３月期) 

第 28 期 
(平成18年３月期) 

売 上 高 (千円) 4,495,431 5,451,060 6,762,171 8,548,220 

営 業 利 益 (千円) 576,766 686,568 655,352 570,318 

経 常 利 益 (千円) 401,029 492,630 421,349 424,416 

当 期 純 利 益 (千円) 169,556 214,009 91,695 170,366 

１株当たり当期純利益(円) 79.58 91.75 24.24 40.05 

総 資 産 (千円) 9,143,618 10,090,820 11,919,232 13,992,218 

純 資 産 (千円) 1,539,361 1,954,531 2,553,965 2,620,505 

１株当たり純資産(円) 665.09 747.57 600.15 616.19 
 
(注) １ 第26期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

14年９月25日 企業会計基準第２号）および「１株当たり当期純利益に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指針
第４号）を適用しております。 
2  第27期において平成16年５月20日付で普通株式１株を1.2株に分割し、また、平成
16年11月20付で普通株式１株を1.2株に分割しております。なお、１株当たり当期
純利益は期首に分割が行なわれたものとして計算しております。 

 

第25期は、主要な事業であるゲーム事業の新規開設を中心とした出店戦略により、積

極的に出店を行いました。さらに当期は、大型ゲーム単独店、複合施設の

開設およびＭ＆Ａによる大型ゲーム単独店を開設しております。反面、不

効率店舗および複合施設内のカラオケ部門、ゲーム部門の閉鎖を行いまし

た。また､財務体質の改善を図るため割賦契約の早期返済を行いましたが、

割賦契約解約損の発生により当期純利益は169,556千円となりました。 

第26期は、前年に引き続き、積極的なスクラップアンドビルドを実施し、新規出店に

つきましては大型ゲーム単独店および共同店舗（売上に応じた歩率契約に

よる店舗）の開設を行い、さらに不効率店舗の閉鎖により、当期純利益は

214,009千円となりました｡ 

第27期は、複合施設および共同店舗を積極的に開設しました。しかし、不効率店舗の

閉鎖に加え、採算性の低い機器、老朽化した既存店舗設備の除却等を実施

したことにより、当期純利益は91,695千円となりました。 
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第28期は、営業の概況の全般的概況に記載のとおりであります｡ 

 

5. 対処すべき課題 
 

当社が主力とするアミューズメント事業は、店舗の大型化やスクラップアンドビル

ドの加速化に伴い、当社においてもアミューズメント施設でしか味わえない臨場感の

ある大型機械や最新の機種を多く設置できる大規模店舗や､より集客が可能な複合店舗

の出店を進めております｡このような大規模店舗を優良な地域に出店するためには多額

の設備投資等が必要であり、中小型店の出店と比べ資金の調達額が増加することにな

り、有利子負債も増加することになります｡そのため､これまで公募増資により市場か

らの資金調達も行ってまいりましたが、金額的な面において銀行借入に依存する割合

が多くなります｡ 

そのため､既存資産の一部を含め今後開設する店舗について､可能な範囲においてオ

フバランス化を目的とした取組みを行い、有利子負債の削減を積極的に実施していく

方針であります｡ 

また、店舗の大型化によるアミューズメント機器の設置台数の増加や、高額になり

つつあるアミューズメント機器により、リース料および減価償却費の増加、特に減価

償却費の増加が利益を抑える要因となっております。不効率店舗を閉鎖して新規開設

する大型店に閉鎖店舗のアミューズメント機器を移動する等、できる限り資産の効率

化を図っておりますが、直近年度に取得した設備により、ここ１～２年は減価償却費

は増加する見込みです。そのため、既存設備のアミューズメント機器の店舗間移動等

をさらに推し進め、より効率化を行って、今まで以上に変化をもたせた店舗運営を行

い、アミューズメント機器の新規導入数量を減少させるよう努力してまいります。 
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Ⅱ 会社の概況（平成18年３月31日現在） 

 1. 主要な事業内容 

当社はゲーム事業を主軸とし、ボウリング、スーパー銭湯、カラオケ、バッテ

ィングセンターの各施設の運営を主要な事業として、あわせてこれに附帯する一

切の事業を営んでおります。 

 

 2. 主要な店舗および事務所 
 

名      称 所    在    地 

本   社 宮崎県宮崎市本郷北方2485番地20 

東京事務所 東京都港区浜松町一丁目27番14号 

ジョイプラザ宮崎店 宮崎県宮崎市源藤町葉山205番地 

ジョイプラザ新宮店 福岡県糟屋郡新宮町三代壁塗999番地１ 

ジョイプラザ佐賀店 佐賀県佐賀郡東与賀町大字下古賀一本杉151番地 

ジョイプラザ佐世保店 

ジョイプラザ豊岡店 

ジョイプラザ加古川店 

ジョイプラザ熱田店 

長崎県佐世保市大塔町８番57号 

兵庫県豊岡市加広町７丁目32番 

兵庫県加古川市野口町坂元138番地 

愛知県名古屋市熱田区六野一丁目208番地４ 

ジョイプラザ下妻店 茨城県下妻市古沢558番地 

都城アーバンボウル 宮崎県都城市早水町38号５番地７ 

小林アーバンボウル 宮崎県小林市大字堤字金鳥居3026番地９ 

八代アーバンボウル 熊本県八代市本野町西草場2134番地３ 

アーバンスクエア一番街店 

アーバンスクエアイオン宮崎ＳＣ店 

宮崎県宮崎市中央通２番地18アリサカビル 

宮崎県宮崎市新別府町江口862番地1 

アーバンスクエア都城北店 宮崎県都城市上川東４丁目5997番地４ 

アーバンスクエア天文館店 

アーバンスクエア八代臨港店 

鹿児島県鹿児島市千日町14番27号アリサカビル 

熊本県八代市永碇町字塩屋割1099番地1 

アーバンスクエア飯塚店 福岡県飯塚市片島１丁目10番14号 

アーバンスクエア西部スポーツガーデン 

アーバンスクエア東長崎店 

福岡県福岡市西区内浜１丁目７番３号 

長崎県長崎市田中町1027番地35 

アーバンスクエアダイエーハーバーランド店 

アーバンスクエア伊勢店 

アーバンスクエア安佐エース店 

兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目７番５号 

三重県伊勢市中須町字細切666番地 

栃木県佐野市堀米町614番地8 

スーパー銭湯がらっぱ湯本郷店 宮崎県宮崎市本郷北方字柳籠2708番地 

スーパー銭湯がらっぱ湯北バイパス店 宮崎県宮崎市花ヶ島立毛1032番地７ 

スーパー銭湯がらっぱ湯延岡店 宮崎県延岡市平原町５丁目1492番59 
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 3. 株式の状況 

(1) 会社が発行する株式の総数 17,000,000株 

(2) 発行済株式の総数 4,265,600株（１単元の株式数100株） 

(注) 平成18年２月８日開催の取締役会において、平成18年３月31日最終の株主名簿また

は実質株主名簿に記載または記録された株主の所有普通株式１株につき２株の割合

をもって平成18年４月１日付で株式分割(無償交付)を行うことを決議しておりま

す。これにより発行済株式総数は4,265,600株増加して8,531,200株となります。 

(3) 株主数 4,668名（前期末比769名増) 
(4) 大株主  
 

当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 
株 主 名 

持 株 数 議決権比率 持 株 数 出資比率 

     
有 坂 順 三 1,100,240

株

26.1

％

― 

株 

― 

％ 

ゴｰルドマン・サックス・インタｰナショナル 299,100  7.1  ―  ―  

有 坂  力 133,300  3.2  ―  ―  

オ リ ッ ク ス 株 式 会 社 129,600  3.1  ―  ―  

株 式 会 社 宮 崎 銀 行 126,000  3.0  120,000  0.1  

株 式 会 社 セ ガ 115,200  2.7  ―  ―  

ア リ サ カ 取 引 先 持 株 会 82,676  2.0  ―  ―  
          
 (注) 当社は株式会社セガの完全親会社であるセガサミーホールディングス株式会社の普通株
式12,307株（出資比率0.0％）を保有しております。 

 
  (5) 自己株式の取得、処分等および保有 
   ① 取得株式  
 普通株式 2,756株
 取得価額の総額 3,257千円
   ② 処分株式  
 該当事項はありません｡ 
   ③ 決算期末における保有株式 
 普通株式 12,828株
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 4. 主要な借入先 
 

借入先が有する当社の株式 
借   入   先 借 入 金 残 高 

株 式 数 出資比率 

    

㈱ 宮 崎 銀 行 1,512,890

 千円

126,000

 株 

3.0 

％ 

㈱ 鹿 児 島 銀 行 1,390,240  ―  ―  

㈱ あ お ぞ ら 銀 行 1,318,600  ―  ―  

㈱ 大 分 銀 行 1,006,640  ―  ―  

㈱ み ず ほ 銀 行 979,300  ―  ―  

農 林 中 央 金 庫 570,000  ―  ―  

宮崎県信用農業協同組合連合会 493,416  ―  ―  

㈱ 横 浜 銀 行 400,000  ―  ―  
        
 

 5. 従業員の状況 
 
区   分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

男 性 114名 23名  33.1歳 2.7年 

女 性 16名 3名  30.5歳 3.5年 

合計または平均 130名 26名  32.9歳 2.8年 
 
 (注) 1 前期末比増は業容の拡大に伴う雇用増であります。 

       2  上記のほか、期中平均で585名の臨時従業員を雇用しております。 
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 6. 取締役および監査役 
 
地   位 氏   名 担 当 ま た は 主 な 職 業 

代表取締役社長 有 坂 順 三  

代表取締役専務 信 安 九州男 営業本部長 

常 務 取 締 役 佐 野  勤 管理本部長兼総務部長 

取 締 役 山 内 政 人 経理部長 

常 勤 監 査 役 田 中  博  

監 査 役 枡  一 生 株式会社大生エンタープライズ代表取締役 

監 査 役 渕  公 紀 株式会社エムビーシィ代表取締役 
 
(注) １ 当期中の役職の異動は次のとおりであります。 

平成18年３月15日開催の取締役会において、取締役専務 信安九州男氏は代表取締役

専務に新たに選任され、就任いたしました。 

２ 監査役 渕 公紀氏は､「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条

第１項に定める社外監査役であります。 

 

7. 会計監査人に支払うべき報酬等の額 

① 当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額 12,800千円

② 上記①の額のうち、監査証明業務の対価として支払うべき報

酬等の額 12,800千円

③ 上記②の額のうち、当社が支払うべき会計監査人としての報

酬等の額 12,800千円
    (注) 当社と会計監査人との監査契約において、商法特例法に基づく監査と証券取引法

に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上
記③の金額にはこれらの合計額を記載しております。 

 

8. 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

  資金調達の多様化に伴い、長期安定的な資金の確保および財務の健全性を確保し、

財務体質の向上を期するため、下記のとおりシンジケートローン（分割可能実行期

間付）契約を締結しております。 

シンジケートローンの内容 

(1) 調 達 金 額  20億円 

(2) 契 約 日  平成18年５月24日 

(3) 実 行 日  平成18年５月30日 
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(4) 借 入 期 間  ８年 

(5) 資 金 使 途  設備資金 

(6) アレンジャー  ㈱宮崎銀行 

(7) エージェント  ㈱宮崎銀行 

(8) 参加金融機関  ㈱大分銀行、鹿児島県信用漁業共同同組合連合会、商工組合中

央金庫、㈱損害保険ジャパン、㈱十八銀行、㈱西日本シティ銀

行、㈱みずほ銀行、㈱宮崎銀行、㈱横浜銀行 

    

   なお、同契約には、下記の財務制限条項が付されております。 

① 貸借対照表における資本の部の金額を平成17年３月期末残高の75％以上に

維持すること。 

② 損益計算書上の経常損益につき２期連続して損失を計上しないこと。 

   

 

 
 
 
 
 
(本営業報告書の記載金額および株式数等は、表示単位未満を切り捨てて、比率その他について

は、四捨五入して表示しております｡） 
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貸 借 対 照 表 
(平成18年３月31日現在) 

 
(単位：千円) 

 
科     目 金  額 科     目 金  額 

 
負 債 の 部 
 

流 動 負 債 
支 払 手 形 
１ 年 以 内 償 還 予 定 の 社 債 
短 期 借 入 金 
１年以内返済予定の長期借入金 
未 払 金 
未 払 法 人 税 等 
未 払 費 用 
未 払 消 費 税 等 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
１年以内期日到来の設備購入長期支払手形 

１年以内支払予定の長期未払金 

固 定 負 債 
社 債 
長 期 借 入 金 
長 期 未 払 金 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
設 備 購 入 長 期 支 払 手 形 
繰 延 税 金 負 債 
預 り 保 証 金 

 
 

 
3,772,175 
170,000 
60,000 
970,000 
1,907,962 
95,707 
55,227 
164,844 
15,112 
4,584 
13,170 
70,066 

245,501 
7,599,537 
90,000 
7,179,674 
216,381 
4,712 
35,666 
4,028 
11,720 
57,354 

負 債 合 計 11,371,712 

 
資 本 の 部 
 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 

利 益 剰 余 金 

利 益 準 備 金 

任 意 積 立 金 

別 途 積 立 金 

当 期 未 処 分 利 益 

株式等評価差額金 

自 己 株 式 

 
 

 
922,650 

920,070 

920,070 

748,615 

14,497 

14,000 

14,000 

720,117 

41,356 

△12,186 

 
資 産 の 部 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

売 掛 金 

貯 蔵 品 

前 払 費 用 

未 収 入 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 の 流 動 資 産 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 機 器 

車 輌 運 搬 具 

工 具 器 具 備 品 

土 地 

無 形 固 定 資 産 

営 業 権 

電 話 加 入 権 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

出 資 金 

長 期 前 払 費 用 

敷 金 

差 入 保 証 金 

繰 延 資 産 

新 株 発 行 費 

 

1,973,466

939,001

201,054

379,337

343,373

92,608

13,404

4,688

12,015,625

10,703,007

5,449,284

2,675,503

2,939

525,041

2,050,238

113,416

109,627

3,788

1,199,202

169,369

50

41,910

530,308

457,564

3,126

3,126

資 本 合 計 2,620,505 

資 産 合 計 13,992,218 負債及び資本合計 13,992,218 

 
 （記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡） 
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損 益 計 算 書 

(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)
(単位：千円) 

 
科           目 金       額 

営 業 収 益   

売 上 高  8,548,220 

営 業 費 用   

売 上 原 価 7,430,893  

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 547,008 7,977,901 

営
業
損
益
の
部 営 業 利 益  570,318 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,335  

受 取 手 数 料 63,025  

営 業 補 償 金 66,666  

協 賛 金 収 入 35,053 
 
 

受 取 地 代 家 賃 16,226  

そ の 他 の 営 業 外 収 益 51,086 234,394 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 293,263  

繰 延 資 産 償 却 8,593  

受 取 地 代 家 賃 原 価 16,604  

営 

業 

外 

損 

益 

の 

部 

そ の 他 の 営 業 外 費 用 61,835 380,296 

経 
 

常 
 

損 
 

益 
 

の 
 

部 

 経 常 利 益  424,416 

 特 別 利 益   

 固 定 資 産 売 却 益 3,017 3,017 

 特 別 損 失   

 固 定 資 産 売 却 損 885  

 固 定 資 産 除 却 損 109,388  

特
別
損
益
の
部 

 店 舗 閉 鎖 等 費 用 9,790 120,064 

税 引 前 当 期 純 利 益  307,369 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 92,606  

法 人 税 等 調 整 額 44,396 137,003 

当 期 純 利 益  170,366 

前 期 繰 越 利 益  602,930 

中 間 配 当 額  53,179 

当 期 未 処 分 利 益  720,117 
 
 （記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております｡） 
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1. 重要な会計方針 
 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価

は総平均法により算定） 
 
 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  貯蔵品 最終仕入原価法に基づく原価法 
 
 (3) 固定資産の減価償却の方法 

  有形固定資産 定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法 

 取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年

均等償却によっております。 

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

 建物 22年～47年  

 アミューズメント機器 ３年～５年  

  無形固定資産 定額法  
 
 (4) 繰延資産の処理方法 

  新株発行費 商法施行規則に規定する最長期間（３年間）で均等額を償却しており

ます。 
 
 (5) 引当金の計上基準 

  貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上するこ

とにしております。 

  賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づく当期末相当額

を計上しております。 

  退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づ

き、当期末に発生していると認められる額を計上しております。 

  役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労引当金支給規定

に基づく当期末要支給額を計上しております。 

 なお、役員退職慰労引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金で

あります。 
 
(6) リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 
 



〆≠●0 
02_9044101101806.doc 
㈱アリサカ様 招集 2006/06/10 11:21印刷 4/7 
 

― 14 ― 

 
(7) ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

金利スワップおよび金利キャップについては、特例処理の要件を

満たしておりますので、特例処理を採用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 金利スワップ 

         金利キャップ 

  (ヘッジ対象) 借入金利息 

 ③ ヘッジ方針 

金利変動リスクの低減を目的として、対象債務の範囲内でヘッジ

を行っております。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップおよび金利キャップについては、特例処理によって

おりますので、有効性の評価を省略しております。 
 
(8) 消費税等の会計処理 税抜処理方式によっております。 

 
2. 会計方針の変更 
    当営業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日)および「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 
3. 貸借対照表に関する注記 

 (1) 有形固定資産の減価償却累計額  7,053,925千円 

 (2) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、アミューズメント機器および事務通信機器の一部につ

いてはリース契約により使用しております。 

   アミューズメント機器のゲーム機器およびボウリング設備等については、一部割賦払の方法で

購入しているため、所有権が売主に留保されているものがあります。その割賦契約による代金未

払額は535,976千円であります。 

 (3) 担保に供している資産 

建 物 1,391,176千円

土 地 2,050,238千円

敷 金 30,000千円

 (4) 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の増加額は41,356千円であります。 

 

4. 損益計算書に関する注記 

     １株当たり当期純利益 40円05銭

    １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 当期純利益 170,366千円

 普通株主に帰属しない金額 ―千円

 普通株式に係る当期純利益 170,366千円

 普通株式の期中平均株式数 4,254,352株
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利 益 処 分 案 

（単位：円） 

科         目 金      額 

当 期 未 処 分 利 益 720,117,981 

これを次のとおり処分します。  

利 益 配 当 金 
(１株につき12円50銭) 

53,159,650 

次 期 繰 越 利 益 666,958,331 

 
 (注) 1. 平成17年12月５日に53,179,400円（１株につき12円50銭）の中間配当を実施いたしま

した。 

    2. 利益配当金には、自己株式12,828株は含まれておりません。 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
  

 
平成18年５月25日 

 
株 式 会 社 ア リ サ カ 
 
取 締 役 会  御 中 

 
中 央 青 山 監 査 法 人 
 
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 行本憲治 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 向出勇治 ㊞

 

 

 当監査法人は、旧「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第２条第１項の
規定に基づき、株式会社アリサカの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第28期営
業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、営業報告書（会計に関する部分に
限る｡）及び利益処分案並びに附属明細書（会計に関する部分に限る｡）について監査を行っ
た。なお、営業報告書及び附属明細書について監査の対象とした会計に関する部分は、営業
報告書及び附属明細書に記載されている事項のうち会計帳簿の記録に基づく記載部分であ
る。この計算書類及び附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立
場から計算書類及び附属明細書に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び附属明細書に重要な虚偽の表示がないか
どうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全
体としての計算書類及び附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

 監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。 
(1) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正しく
示しているものと認める。 
(2) 営業報告書（会計に関する部分に限る｡）は、法令及び定款に従い会社の状況を正しく示
しているものと認める。 
(3) 利益処分案は、法令及び定款に適合しているものと認める。 
(4) 附属明細書（会計に関する部分に限る｡）について、旧商法の規定により指摘すべき事項
はない。 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。 

以 上 

 



〆≠●0 
02_9044101101806.doc 
㈱アリサカ様 招集 2006/06/10 11:21印刷 7/7 
 

― 17 ― 

監査役会の監査報告書 謄本 
 

 
監 査 報 告 書 

 

 当監査役会は、平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第28期営業年度における取締役の

職務の執行に関して、各監査役から監査の方法および結果の報告を受け、協議のうえ、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。  

1. 監査役の監査の方法の概要 

 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針および監査業務の分担等に従い、取締役会その他重要

な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況を聴取し、決裁書類その他重要な書類等を

閲覧し、本社および主要な店舗において業務および財産の状況を調査し、また、会計監査人より

会計に関する監査の報告および説明を受け、その独立性を監視し、その監査に立会い、計算書類

および附属明細書につき検討を加えました。 

2. 監査の結果 

(1) 会計監査人 中央青山監査法人の監査の方法および結果は、相当であると認めます。 

(2) 営業報告書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

(3) 利益処分に関する議案は、会社財産の状況その他の事情に照らして指摘すべき事項は認めら

れません。 

(4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。 

(5) 取締役の職務執行に関しては、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません。 

 
  平成18年５月31日 

株式会社アリサカ 監査役会 

常 勤 監 査 役 田 中  博 ㊞

監 査 役 枡  一 生 ㊞

監 査 役 渕  公 紀 ㊞
 
(注) 監査役渕 公紀氏は、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項に定

める社外監査役であります。 
以 上 
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議決権の行使についての参考書類 

 

1. 総株主の議決権の数 42,132個

2. 議案および参考書類 

  第１号議案 第28期利益処分案承認の件 

本議案の内容は、前記15頁に記載のとおりであります。 

当期の利益処分案につきましては、財務体質の強化と今後の事業展開等を勘案し、内

部留保にも意を用い、当期の期末配当金は１株につき12円50銭とさせていただきたく

存じます。 

この結果、平成17年12月５日に実施した１株につき12円50銭の中間配当を含め、当期

の配当金は、１株につき年間25円となります｡ 

 

  第２号議案 定款一部変更の件 

1. 変更の理由 

 会社法（平成17年法律第86号）ならびに会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）

および会社計算規則（同第13号）が平成18年５月１日に施行されたことに伴い、以下

の理由により、定款変更を行うものであります。 

① 株主総会においてより充実した情報の開示を行うことができるよう、変更案第15条

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものでありま

す。 

② 株主総会に出席して議決権の行使を行うことができる代理人の員数を１名とするた

め、変更案第16条（議決権の代理行使）を変更するものであります。 

③ 取締役会をより機動的に運営するため、その決議について、書面または電磁的記録に

よって行うこともできるよう、変更案第24条（取締役会の決議方法等）に追加するも

のであります。 

④ その他、全般にわたって構成の整理、用語、条文、文言の加除・修正を行うものであ

ります。 
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2. 変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります｡ 

(下線部分は変更箇所を示しております｡) 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章    総 則 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

第４条（公告の方法） 

当会社の公告は、電子公告により行う。

但し、電子公告によることができない事

故その他のやむを得ない事由が生じたと

きは、日本経済新聞に掲載して行う。 

 

 

第２章      株 式 

 

第５条（発行する株式の総数） 

当会社が発行する株式の総数は､１７,０

００,０００株とする。但し、株式の消却

が行われた場合には、これに相当する株

式数を減ずる。 

 

第６条（自己株式の取得） 

  当会社は、商法第２１１条ノ３第１項第

２号の規定により、取締役会の決議をも

って自己株式を買受けることができる。 

 

 

(新設) 

第１章    総 則 

 

第４条（機関） 

  当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 

  １．取締役会 

  ２．監査役 

  ３．監査役会 

  ４．会計監査人 

 

第５条（公告方法） 

当会社の公告は、電子公告により行う。

但し、電子公告によることができない事

故その他のやむを得ない事由が生じたと

きは、日本経済新聞に掲載する方法によ

り行う。 

 

第２章      株 式 

 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は､１，７００

万株とする。 

 

 

 

第７条（自己の株式の取得） 

  当会社は、会社法第１６５条第２項の規

定により、取締役会の決議によって同条

第１項に定める市場取引等により自己の

株式を取得することができる。 

 

第８条（株券の発行） 

  当会社は、株式に係る株券を発行する。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第７条（１単元の株式の数及び単元未満株券

の不発行） 

当会社の１単元の株式の数は、１００株

とする。 

２ 当会社は、１単元の株式の数に満た

ない株式（以下「単元未満株式」と

いう。）については、株券を発行し

ない。 

 

 

第８条（名義書換代理人） 

当会社は、株式につき名義書換代理人を

置く｡ 

２ 名義書換代理人及びその事務取扱場

所は、取締役会の決議により選定し､

これを公告する｡ 

３ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含

む。以下同じ。)及び株券喪失登録簿

は､名義書換代理人の事務取扱場所に

備え置き、株式の名義書換、株券喪

失登録簿への記載又は記録、単元未

満株式の買取り、その他株式に関す

る事務は名義書換代理人に取扱わ

せ、当社においてはこれを取扱わな

い。 

 

第９条（株式取扱規則） 

当会社の株券の種類並びに株式の名義書

換、株券喪失登録簿への記載又は記録、

単元未満株式の買取り、その他株式に関

する取扱い及び手数料については、法令

又は定款に定めるもののほか、取締役会

において定める株式取扱規則による｡ 

第９条（単元株式数及び単元未満株券の不発

行） 

当会社の単元株式数は、１００株とす

る。 

２ 当会社は、単元株式数に満たない株

式（以下「単元未満株式」とい

う。）に係る株券を発行しない。但

し、株式取扱規則に定めるところに

ついてはこの限りでない。 

 

第10条（株主名簿管理人） 

当会社は、株主名簿管理人を置く｡ 

 

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場

所は、取締役会の決議によって定め､

これを公告する｡ 

３ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含

む。以下同じ。)、株券喪失登録簿及

び新株予約権原簿の作成並びに備置

き、その他の株式に関する事務は、

株主名簿管理人に取扱わせ、当社に

おいてはこれを取扱わない。 

 

 

 

 

第11条（株式取扱規則） 

当会社の株券の種類並びに株式の名義書

換、単元未満株式の買取り、その他株式

に関する取扱い及び手数料は、法令又は

本定款のほか、取締役会において定める

株式取扱規則による｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

第10条（基準日） 

当会社は、毎年３月３１日の最終の株主

名簿に記載又は記録された議決権を有す

る株主(実質株主を含む。以下同じ｡)をも

って、その決算期に関する定時株主総会

において権利を行使すべき株主とする｡ 

 

２ 前項のほか、必要がある場合は、取

締役会の決議により、予め公告し

て、一定の日の最終の株主名簿に記

載又は記録された株主又は登録質権

者をもって、その権利を行使すべき

株主又は登録質権者とすることがで

きる｡ 

 

第３章      株主総会 

 

第11条（招集） 

当会社の定時株主総会は毎年６月に招集

し、臨時株主総会は必要がある場合にこ

れを招集する｡ 

 

第12条（招集権者及び議長） 

(記載省略) 

 

(新設) 

 

 

第12条（基準日） 

当会社は、毎年３月３１日の最終の株主

名簿に記載又は記録された議決権を有す

る株主(実質株主を含む。以下同じ｡)をも

って、その事業年度に関する定時株主総

会において権利を行使することができる

株主とする｡ 

２ 前項に定めるほか、必要があるとき

は、取締役会の決議によって予め公

告して臨時に基準日を定めることが

できる｡ 

 

 

 

 

第３章      株主総会 

 

第13条（招集） 

当会社の定時株主総会は毎年６月に招集

し、臨時株主総会は必要がある場合に随

時これを招集する｡ 

 

第14条（招集権者及び議長） 

（現行どおり） 

 

第15条（株主総会参考書類等のインターネッ

ト開示とみなし提供) 

  当会社は、株主総会の招集に際し、株主

総会参考書類、事業報告、計算書類及び

連結計算書類に記載又は表示すべき事項

に係る情報を、法務省令に定めるところ

に従いインターネットを利用する方法で

開示することにより、株主に対して提供

したものとみなすことができる。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第13条（議決権の代理行使） 

株主は、当会社の議決権を有する他の株

主を代理人として、議決権を行使するこ

とができる｡ 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は

代理権を証する書面を、株主総会毎

に当会社に提出しなければならない｡

 

 

第14条（決議の方法） 

株主総会の決議は､法令又は定款に別段の

定めがある場合を除き、出席した株主の

議決権の過半数をもってこれを行う｡ 

２ 商法第343条の定める特別決議は、総

株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の3分の2

以上をもってこれを行う。 

 

 

第15条（議事録） 

株主総会における議事の経過の要領及び

その結果は､議事録に記載又は記録し、議

長並びに出席した取締役がこれに記名押

印又は電子署名する｡ 

 

 第4章   取締役及び取締役会 

 

第16条（取締役の員数） 

（記載省略） 

 

第17条（取締役の選任） 

取締役は、株主総会において選任する｡ 

 

２ 取締役の選任決議は、総株主の議決

権の３分の1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもってこ

れを行う｡ 
 

第16条（議決権の代理行使） 

株主は、当会社の議決権を有する他の株

主１名を代理人として、議決権を行使す

ることができる｡ 

２ 前項の場合には、株主又は代理人は

代理権を証明する書面を、株主総会

ごとに当会社に提出しなければなら

ない｡ 

 

第17条（決議の方法） 

株主総会の決議は､法令又は本定款に別段

の定めがある場合を除き、出席した株主

の議決権の過半数をもって行う｡ 

２ 会社法第309条第2項に定める決議

は、議決権を行使することができる

株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の3分の2

以上をもって行う。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

第4章   取締役及び取締役会 

 

第18条（員数） 

（現行どおり） 

 

第19条（選任方法） 

取締役は、株主総会の決議によって選任

する｡ 

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の1以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によ

らない｡ 

 

第18条（取締役の任期） 

取締役の任期は、就任後２年内の最終の

決算期に関する定時株主総会の終結の時

までとする｡ 

２ 増員又は補欠として選任された取締

役の任期は、他の在任取締役の任期

の満了すべき時までとする｡ 

 

第19条（役付取締役及び代表取締役） 

取締役会は、その決議により、取締役社

長１名を選任し、又必要に応じ、専務取

締役及び常務取締役各若干名を選任する

ことができる｡ 

２ 当会社は、取締役の決議により、代

表取締役を選任する｡ 

３ 取締役社長は会社を代表し、取締役

会の決議に基づき、会社の業務を執

行する｡ 

 

第20条（取締役会の招集権者及び議長） 

取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役社長がこれを招集し、

その議長となる｡ 

２ 取締役社長に事故があるときは、予

め取締役会において定めた順序によ

り、他の取締役がこれを招集し、議

長となる｡ 

 

第21条（取締役会の招集通知） 

（記載省略） 

（新設） 

 

 

３ 取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする。 

 

第20条（任期） 

取締役の任期は、選任後２年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会終結の時までとする｡ 

２ 増員又は補欠として選任された取締

役の任期は、在任取締役の任期の満

了する時までとする｡ 

 

第21条（代表取締役及び役付取締役） 

代表取締役は、取締役会の決議によって

選定する。 

  ２ 取締役会の決議によって、取締役会

長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干

名を選定することができる。 

 

 

 

 

第22条（取締役会の招集権者及び議長） 

取締役会は、法令に別段の定めがある場

合を除き、取締役社長が招集し、議長と

なる｡ 

２ 取締役社長に事故があるときは、予

め取締役会において定めた順序に従

い、他の取締役が取締役会を招集し､

議長となる｡ 

 

第23条（取締役会の招集通知） 

（現行どおり） 

２ 取締役及び監査役の全員の同意があ

るときは、招集の手続を経ないで取

締役会を開催することができる。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第22条（取締役会の決議の方法） 

取締役会の決議は、取締役の過半数が出

席し、出席した取締役の過半数をもって

これを行う｡ 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第23条（取締役会の議事録） 

取締役会における議事の経過の要領及び

その結果は、議事録に記載又は記録し、

出席した取締役及び監査役がこれに記名

押印又は電子署名する｡ 

 

第24条（取締役会規則） 

取締役会に関する事項は、法令又は定款

に定めるもののほか、取締役会において

定める取締役会規則による｡ 

 

第25条（取締役の報酬及び退職慰労金） 

取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総

会の決議をもってこれを定める｡ 

 

 

 

第５章   監査役及び監査役会 

 

第26条（監査役の員数） 

（記載省略） 

第24条（取締役会の決議方法等） 

取締役会の決議は、議決に加わることが

できる取締役の過半数が出席し、その過

半数をもって行う｡ 

２ 当会社は、取締役会の決議事項につ

いて、取締役（当該決議事項につい

て議決に加わることができるものに

限る。）の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたとき

は、当該決議事項を可決する旨の取

締役会の決議があったものとみな

す。但し、監査役が当該決議事項に

ついて異議を述べたときはこの限り

でない。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

第25条（取締役会規程） 

取締役会に関する事項は、法令又は本定

款のほか、取締役会において定める取締

役会規程による｡ 

 

第26条（報酬等） 

取締役の報酬、賞与その他の職務執行の

対価として当会社から受ける財産上の利

益（以下「報酬等」という。）は、株主

総会の決議によって定める｡ 

 

第５章   監査役及び監査役会 

 

第27条（員数） 

（現行どおり） 
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現 行 定 款 変 更 案 

第27条（監査役の選任） 

監査役は、株主総会において選任する｡ 

 

２ 監査役の選任決議は、総株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって

これを行う。 

 

第28条（監査役の任期） 

監査役の任期は、就任後4年内の最終の決

算期に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする｡ 

２ 補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了す

べき時までとする｡ 

 

（新設） 

 

 

 

 

第29条（常勤の監査役） 

監査役は、互選により常勤の監査役を定

める。 

 

第30条（監査役会の招集） 

（記載省略） 

２ 監査役全員の同意があるときは､招集

の手続きを経ないで監査役会を開く

ことができる｡ 

 

第31条（監査役会の決議方法） 

監査役会の決議は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、監査役の過半数をもっ

てこれを行う。 
 

第28条（選任方法） 

監査役は、株主総会の決議によって選任

する｡ 

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使

することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。 

 

第29条（任期） 

監査役の任期は、選任後4年以内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会終結の時までとする｡ 

２ 補欠として選任された監査役の任期

は、退任した監査役の任期の満了す

る時までとする｡ 

 

第30条（補欠監査役の予選の効力） 

  補欠監査役の予選の効力は、当該選任の

あった株主総会後、２年後の定時株主総

会開始の時までとする。 

 

第31条（常勤の監査役） 

常勤の監査役は、監査役会の決議によっ

て選定する。 

 

第32条（監査役会の招集通知） 

（現行どおり） 

２ 監査役全員の同意があるときは､招集

の手続きを経ないで監査役会を開催

することができる｡ 

 

第33条（監査役会の決議方法） 

監査役会の決議は、法令に別段の定めが

ある場合を除き、監査役の過半数をもっ

て行う。 
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現 行 定 款 変 更 案 

第32条（監査役会の議事録） 

監査役会における議事の経過の要領及び

その結果については、これを議事録に記

載又は記録し、出席した監査役がこれに

記名押印又は電子署名する｡ 

 

第33条（監査役会規則） 

監査役会に関する事項は、法令又は定款

に定めるもののほか、監査役会において

定める監査役会規則による｡ 

 

第34条（監査役の報酬及び退職慰労金） 

監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総

会の決議をもってこれを定める。 

 

第６章   計 算 

 

第35条（営業年度） 

当会社の営業年度は、毎年４月１日から

翌年３月３１日までの年１期とし、毎営

業年度末日を決算期とする。 

 

第36条（利益配当金） 

当会社の利益配当金は、毎年３月３１日

の最終の株主名簿に記載又は記録された

株主又は登録質権者に対し、これを支払

う。 

 

第37条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議により、毎年

９月３０日の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録質権者に対し、

商法第２９３条ノ５に定める金銭の分配

（以下「中間配当」という｡）を行うこと

ができる｡ 

（削除） 

 

 

 

 

 

第34条（監査役会規程） 

監査役会に関する事項は、法令又は本定

款のほか、監査役会において定める監査

役会規程による｡ 

 

第35条（報酬等） 

監査役の報酬等は、株主総会の決議によ

って定める。 

 

第６章    計  算 

 

第36条（事業年度） 

当会社の事業年度は、毎年４月１日から

翌年３月３１日までとする。 

 

 

第37条（剰余金の配当） 

剰余金の配当は、毎年３月３１日の最終

の株主名簿に記載又は記録された株主又

は登録株式質権者に対して行う。 

 

 

第38条（中間配当） 

当会社は、取締役会の決議によって、毎

年９月３０日の最終の株主名簿に記載又

は記録された株主又は登録株式質権者に

対し、中間配当を行うことができる｡ 
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現 行 定 款 変 更 案 

第38条（利益配当金等の除斥期間） 

利益配当金及び中間配当が、支払開始の

日から満３年を経過しても受領されない

ときは、当会社はその支払の義務を免れ

る。 

２．未払いの利益配当金及び中間配当に

は利息をつけない。 

 

第39条（剰余金の配当等の除斥期間） 

剰余金の配当及び中間配当は、支払開始

の日から満３年を経過してもなお受領さ

れないときは、当会社はその支払義務を

免れる。 

（削除） 
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第３号議案 取締役４名選任の件 

現任の取締役全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了と

なります。 

つきましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者 
番 号 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴および他の会社の代表状況 
所有する当社 
の 株 式 数 

１ 
有 坂 順 三 

(昭和24年12月27日生) 

昭和53年４月 ㈲アリサカ設立 代表取締役就任 

平成３年５月 株式会社に組織変更 代表取締役

社長就任 

平成13年１月 ㈱モリエール（現㈱アリサカ）代

表取締役社長就任(現任) 

1,100,240株 

２ 
信  安  九 州 男 

(昭和24年10月29日生) 

昭和53年２月 当社入社 

昭和58年２月 当社福岡事務所長 

平成４年４月 当社営業本部長 

平成12年６月 当社専務取締役営業本部長就任 

平成18年３月  当社代表取締役専務営業本部長 

就任(現任) 

32,440株 

３ 
佐 野  勤 

(昭和26年５月28日生) 

平成５年５月 当社入社 

平成６年10月 当社総務部長 

平成11年４月 当社管理本部長兼総務部長 

平成12年６月 当社取締役管理本部長兼総務部長

就任 

平成16年６月 当社常務取締役管理本部長兼総務

部長就任(現任) 

7,960株 

４ 
山 内 政 人 

(昭和26年３月16日生) 

平成７年11月 当社入社 

平成８年11月 当社経理部課長 

平成10年４月 当社経理部次長 

平成11年４月 当社経理部長 

平成16年６月 当社取締役経理部長就任(現任) 

7,340株 

 
 (注) 各候補者と会社の間には、特別の利害関係はありません。 
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第４号議案 監査役１名選任の件 

監査役 枡 一生氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任いたしますので、

その補欠として監査役１名の選任をお願いするものであります。 

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 
 

氏     名 
(生 年 月 日) 

略歴および他の会社の代表状況 
所有する当社 
の 株 式 数 

渡 辺 雅 明 

(昭和28年10月26日生) 

昭和51年４月 ㈱宮崎銀行入行 

平成14年４月  学校法人日章学園 財務部長就任 

(現任) 

－株 

 
(注) 1 候補者と会社の間には、特別の利害関係はありません。 

   2 候補者は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。 

 

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 

監査役 枡 一生氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任されますので、

在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内

で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、

監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。 

退任監査役の略歴は次のとおりであります。 
 

氏     名 略 歴 

枡  一 生 平成16年６月  当社監査役(現任) 

 

以 上 
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〈メ モ 欄〉 
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株主総会会場ご案内図 

 

 

 

場    所  宮崎観光ホテル 東館２階 日向の間 
        宮崎県宮崎市松山１丁目１番１号 
        TEL 0985-27-1212 
 
交通のご案内  ＪＲ宮崎駅から  車で５分 
         宮崎空港から  車で15分 

 




